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「鎌ケ谷市新型インフルエンザ対策行動計画（改定案）」に対して学識経験者等である予防接種委員各位からお寄せいただきま

したご意見について、その概要と市の考え方について取りまとめ、改定案の修正を行いました。 

なお、ご意見については原則として原文のまま掲載していますが、趣旨が変わらない範囲で一部表現の調整等を行っているもの

もあります。 

 

１ 意見聴取の実施概要 

（１）募集期間 

令和７年１１月２５日（火）～１２月５日（金） 

（２）意見を賜った内容 

 ア 計画改定案全体に関する評価及び懸案事項 

 イ 医療及び公衆衛生の観点から見た場合の問題点、改善点 

 ウ その他、ご助言いただける内容 

 

２ 結果（意見内容と市の考え方） 

次の表のとおり、委員３名から意見がありました。 

 

 

 

 

令和７年度第３回予防接種委員会 

「鎌ケ谷市新型インフルエンザ等対策行動計画」の改定案について（新型インフルエンザ等対策特別措置法第８条第７項に基づく学識経験

者意見聴取） 
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【表】意見内容と市の考え方 

委員名 意見の内容 市の考え方 修正 

齊木委員 改定案に関して大筋としては問題ないと思います。 

ただし、随所にワクチン集団接種等に関して「医師会

等の協力を得て必要な医療従事者を確保する」という

文章が出てくることが気になりました。医師会員の多

くは個人事業主であり、集団接種に参加するというこ

とは自院を休診するということになります。短期間で

あればボランティアもありだと思いますが長期化した

場合、自院に通ってくる患者さんの対応や医院の経営

のこともあるので長期間の参加は難しいと思います

（実際コロナワクチンの集団接種の時はせいぜい月２

～３回程度しか参加できませんでした）。 

医療従事者の確保に関しては、医師会だけでなく病院

での接種を促す・近隣の医師会と協力して行う・アル

バイト募集を積極的に行う等、多角的に検討したほう

がよいと思います。 

集団接種の長期化が想定される場合、市は個

別医療機関の通常診療への影響を最小限に抑

えるため、広域的かつ多角的な方法により医

療従事者の確保に努める必要があると考えま

す。 

なお、医療従事者の確保が困難な状況におい

ては、国の臨時措置等に準じ、医師・看護師

等以外の医療従事者への協力依頼、および医

療系人材に特化した人材派遣会社との提携等

を検討いたします。 

有 

杉戸委員、

石原委員 

１７ページ１１行目以降に「また、新型インフルエン

ザ等の発生時等に（中略）ＩＨＥＡＴ要員の確保や育

成等にも継続的に取り組む必要がある。」と記載され

ている。ＩＨＥＡＴ要員の確保や育成は、県や政令市

などの保健所設置自治体に位置付けられた役割である

が、この部分に記載することは問題ないか。 

本市は保健所設置自治体ではないため、当該

箇所を削除いたします。なお、ＩＨＥＡＴ要

員の確保や育成については千葉県新型インフ

ルエンザ等対策行動計画（令和７年３月改

定）に記載されております。 

有 



3 

 

３ 「鎌ケ谷市新型インフルエンザ等対策行動計画（改定案）」 新旧対照表 

 新 旧 

17ページ 

 第２ 

（２） 

  Ⅰ  

人材育成 

また、新型コロナウイルス感染症対応の経験を有する者

の知見を、他の職員にも共有する機会を設け、できる限

り幅広い体制で新型インフルエンザ等に対応できるよう

に備えることも重要である。 

また、新型インフルエンザ等の発生時等に地域の保健

師等の専門職が保健所等の業務を支援する仕組みであ

る「ＩＨＥＡＴ」について地域保健法（昭和２２年法

律第１０１号）における位置づけが設けられたことを

踏まえて、支援を行うＩＨＥＡＴ要員の確保や育成等

にも継続的に取り組む必要がある。新型コロナウイル

ス感染症対応の経験を有する者の知見を、他の職員に

も共有する機会を設け、できる限り幅広い体制で新型

インフルエンザ等に対応できるように備えることも重

要である。 

53ページ 

ワクチン 

初動期 

2-2-2 

住民接種 

 ④ 

接種には多くの医療従事者の確保が必要となることか

ら、市は医師会等の協力を得て、その確保を図る。また、

住民接種の長期化が想定される場合においては、個別医

療機関の通常診療への影響を最小限に抑えるため、民間

業者との提携等、多角的な方法による医療従事者の確保

を検討する。 

接種には多くの医療従事者の確保が必要となることか

ら、市は医師会等の協力を得て、その確保を図る。 

 ⑤ 市は、接種が円滑に行われるよう、地域の実情に応じて、

医師会等、近隣地方公共団体、医療機関、健診機関等と

接種実施医療機関及び医療従事者の確保について協議を

行う。 

市は、接種が円滑に行われるよう、地域の実情に応じ

て、医師会等、近隣地方公共団体、医療機関、健診機関

等と接種実施医療機関の確保について協議を行う。 

 


